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【１５ページ】 

○ 加えて、育児休業の取得や時短勤務制度の選択を推進することに併せて、

職員の追加配置や、業務の効率化等の体制整備を行う中小企業への支援の

充実等を通じて、より一層、職場における両立支援の取組を推進していく

べきである。 

なお、労働者代表委員からは、育児休業給付の給付率引上げや育児時短

就業給付（仮称）の創設が、労働者間の分断をもたらすことや、受給者の

キャリア形成を阻害することを懸念するとの意見や、これらの措置は時限

措置として行うべきであるとの意見があった。 

 

【１９ページ】 

○ なお、本部会で上記の確認を行う際には、併せて、保険料が事業主や労

働者に影響を与えるものであることも十分に認識しつつ、財政状況のみなら

ず、人口や出生数、育児休業の取得率や期間、育児休業給付の支給実績等の

育児休業給付の現状や見通しに基づいた丁寧な議論を行うべきである。 

 

【２１ページ～２２ページ】 

８ その他 

○ 上記のとおり、今般の雇用保険制度の見直し事項は多岐にわたるものと

なっている。これらの措置の円滑な施行に向け国民各層へのきめ細かい周

知・広報等を行うことはもちろん、施行後においては、データ収集や分析

を進め、賃金の上昇や男性の育児休業取得の促進等、それぞれの見直しや

給付の創設の趣旨に沿った効果が発揮できているかを適時に検証し、必要

な措置を講ずるべきである。また、育児休業給付に係る財政基盤強化策を

講じた上で、今後、将来において、育児休業給付の財政状況が安定的に推

移することとなった場合においては、育児休業給付の財政状況、一般会計

の財政状況等を踏まえ、今般の財政基盤強化策について、必要な見直しを

行うこととすべきである。 

 

○ また、今後の本部会における検討に際しては、拙速に議論を進めること

は避け、必要な資料が時間的余裕をもって提示され、改正案の内容につい

て明確かつ合理的な説明が行われるなど、丁寧な議論が行われるべきであ

る。 
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